
彩の国

埼玉県

環境部 温暖化対策課

令和5年度地球温暖化対策計画事業者説明会

令和５年度の変更点



省エネ法改正に伴う県条例規則の改正
2023.4.1施行の改正省エネ法によりエネルギーの定義が拡大
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自ら使用した燃料（実質化石燃料のみ）

他人から供給された熱・電気

自ら使用した化石燃料

他人から供給された熱・電気

自ら使用した非化石燃料

自ら製造した燃料によらないエネルギー

省エネ法

県条例

参照 参照（参照対象を改正）

算定方法 算定方法改正

改正

県条例では
実質的な算定対象は
変更しない

県条例では当面
引き続き算定対象と
しない

エネルギー使用量の算定対象

県計画制度及び排出量取引制度における制度の継続性のため、
少なくとも現在の計画期間（令和6年度まで）は従前と同様の算定方法となるよう県条例規則を改正した。
（2023.4.1施行）

①「燃料」の定義が、「化石燃料」と「非化石燃料」に細分化
②「熱」及び「電気」の定義が変更（燃料によらないものも対象とする）
③特定事業者の要件を規定するエネルギー使用量算定方法が変更
（「自ら使用する非化石燃料によるもの」「燃料によらないもの」も算定対象とする）



電力需給ひっ迫に対応する特例
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2022年11月8日 資源エネルギー庁資料より抜粋

総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会資料（R4.9.15）より

需給ひっ迫時の追加供給対策

（１）小売電気事業者やアグリゲーターと需給ひっ迫時に備えた契約が
ある場合はそれらの事業者から、自家発の焚き増し協力を要請する

（２）そのような契約がない場合は一般送配電事業者から直接
自家発の焚き増し協力を要請する

総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会
電力・ガス基本政策小委員会資料（R3.10.26）より

令和4年11月1日、電力需給に関する検討会合において「2022年度冬季の電力需給対策」が決定された。



電力需給ひっ迫に対応する特例
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対象となる排出活動 算定方法

・休止していた自家発電機等の稼働
・令和4年度以降に新設した自家発電機等の稼働
・非常用発電機の稼働
・既設自家発電機等の稼働増

燃料使用量の増加分を減じ
電気使用量として置き換え

・空調等の設備における
電気熱源から燃料熱源への変更

従前の電気・熱源比率での算定に置き換え

・小売電気事業者等（系統）への給電
事業所外供給として除外
（従前ガイドラインと同様の算定方法）

令和4年度以降において （当面は令和6年度まで）

① 電気事業法に基づく計画停電実施期間又は電力使用制限期間

② 資源エネルギー庁による電力需給ひっ迫注意報又は警報発令時等において、
電気事業者から要請を受け自家発電機等の稼働又は焚き増し運転を実施した期間

特例の適用時期

具体的な算定方法



お問合せ先

埼玉県環境部温暖化対策課 5

埼玉県 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

TEL 048-830-3044, 3043, 3049

Mail a3030-03@pref.saitama.lg.jp
「エル・ジー」

埼玉県目標設定型排出量取引制度のWebページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/torihikiseido.html

検索埼玉県 排出量取引制度

埼玉カーボンニュートラルポータルサイトのWebページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/saicn.html



埼玉県地球温暖化対策実行計画の改正について ①
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● 目指すべき将来像（実現時期：2050年）

カーボンニュートラルが実現し、
気候変動に適応した持続可能な埼玉

2013年度比較
（温室効果ガス排出量4,697万t-CO₂）

改正前

改正後

２６％削減

● 改正計画推進に向けた４つの方向性

① 行政、企業、県民がワンチーム埼玉で対策を実施

② 再エネ導入、デジタル技術によるエネルギーの効率的利用

③ 持続可能なまちづくりやサーキュラーエコノミーへの移行

④ 気候変動への適応策の推進と理解の深化
カーボンニュートラル宣言

46％削減

● 温室効果ガス削減目標（2030年度）

１．計画の改正概要等
国では 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて…

地球温暖化対策推進法 改正（ R3.5） 地球温暖化対策計画 改定（ R3.10）

県でも地球温暖化対策の取組を更に進めるため…



埼玉県地球温暖化対策実行計画の改正について ②
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２．部門別温室効果ガスの削減見込み



埼玉県地球温暖化対策実行計画の改正について ③
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３．温室効果ガス削減対策



お問合せ先
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埼玉県 環境部 温暖化対策課 実行計画担当

TEL 048-830-3037

Mail a3030-11@pref.saitama.lg.jp
「エル・ジー」

埼玉カーボンニュートラルポータルサイトのWebページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/saicn.html


